
●受給者証が使えない場合があります 

福祉医療制度は次の場合使用できません 
のでご注意ください。 

 
①県外の医療機関における受診 
②県内医療機関で受給者証を提示 
しなかった場合 

 ③医師の指示で治療用装具（コルセット   
など）を購入したとき 

 

●医療機関で自己負担分を支払った場合 

上記の理由で医療機関に自己負担分を支
払ってきた場合は、役場福祉保健課で申請
することにより医療費の還付を受けること
ができます。 
 

≪手続きに必要なもの≫ 

○医療機関に支払った際の領収書 
○福祉医療費受給者証 
○受給者の健康保険証 
○申請者（受給者）の通帳 
○印鑑（社会保険加入者） 
○医師の作成指示書（③の場合） 
○療養給付費支給決定通知書 
（③の場合で、社会保険加入者） 
 

●介護保険には使用できません 

介護保険が適用された一部負担金には福
祉医療は使用できません。国保や健康保険、
後期高齢者医療など、保険証を使用した時
のみ福祉医療が適用されますのでご注意く
ださい。 

 

●こんなときは届出を！ 

○加入している健康保険証が変わったとき 

○住所、氏名等受給者証に記載されている 
内容が変わったとき  
≪手続きに必要なもの≫ 

 ○福祉医療費受給者証 
 ○受給者の健康保険証 
 ○変更届出書（※） 
※「変更届出書」は役場福祉保健課に備え付けて 

おりますので、手続きの際は役場福祉保健課に 

おいで下さい。 

●受給者証の更新 

受給要件に「所得制限」がある区分の方々
は、毎年８月に所得審査による更新がある
ため、有効期限が７月３１日までとなって
います。美郷町では、届出の内容に変更が
ない限り自動更新することとしております

ので、毎年７月下旬に新しい期限の受給者
証を交付しています。なお、転入等により
前年の所得が不明な方については、事前に
所得課税証明書等の提出を求める場合があ
りますのでご協力くださるようお願いいた
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美 郷 町 
 

 

＊問い合わせ先＊ 

美郷町役場 
福祉保健課医療保険班 

TEL：0187-84-4907 

福祉医療制度 

高齢身体障がい者 

重度身体障がい者 

 



 

 ●福祉医療とは 

福祉医療とは該当になった方が病院や
薬局での医療費の自己負担相当額を秋田
県と美郷町で負担する制度です。身体障
がい者等の手帳をお持ちになっている
方々のほか、乳幼児および小・中・高校生
等、ひとり親家庭の児童生徒等の方々が
対象となります。 

 

●受給要件 

福祉医療の身体障がい者等の方々は手
帳の級によって次のとおり区分されます。 

 

 【高齢身体障がい者】 
身体障害者手帳の級が４級から６級までの方 

 区分：７２  

 ＜該当要件＞ 

 ・年齢等：65 歳～74 歳 

 ・社会保険被保険者以外の方 

 ・所得制限以内（※） 

 ＜資格取得日＞ 

 ・65 歳の誕生日を迎える月の初日 

 ・身体障害者手帳交付月の初日 

 ＜資格喪失日＞ 

 ・後期高齢者医療適用の日の前日 

 ・社会保険被保険者認定日の前日 

 ＜受給者証＞ 

 ・白色のカードで毎年更新があります 
 
 

 
 

 区分：７７  

 ＜該当要件＞ 

 ・年齢等：後期高齢者医療に該当する方 

 ・所得制限以内（※） 

 ＜資格取得日＞ 

 ・後期高齢者医療適用の日 

 ・身体障害者手帳交付月の初日 

＜受給者証＞ 

 ・桃色のカードで毎年更新があります 

 

 

 

 【重度身体障がい（児）者】 
身体障害者手帳の級が１級から３級までの方 

療育手帳Ａの方 

 区分：７３  

 ＜該当要件＞ 

 ・年齢等：後期高齢者医療非該当の方 

 ・社会保険被保険者の方は所得制限以内(※) 

 ＜資格取得日＞ 

 ・身体障害者手帳等交付月の初日 

＜資格喪失日＞ 

 ・後期高齢者医療適用の日の前日 

 ＜受給者証＞ 

 ・白色のカードの方は有効期限がありま

せん（例外あり） 

・社会保険被保険者の方は青色のカード

で毎年更新があります 

 

 
 

区分：７８  

＜該当要件＞ 

・年齢等：後期高齢者医療に該当する方 

＜資格取得日＞ 

・後期高齢者医療適用の日 

・身体障害者手帳等交付月の初日 

＜受給者証＞ 

・桃色のカードで有効期限がありません 

 

 

※所得制限 

 該当要件に「所得制限」がある方々は、次の所
得基準表による審査が毎年あります。いずれかの
方の所得が基準を超えるとその年（8月１日～翌
年7月３１日）の福祉医療は非該当となります。 
 
＜所得基準表＞ 

扶養人数 受給者の所得 
配偶者・扶養義
務者の所得 

0人 2,695,000 円 7,387,000 円 

1人 3,075,000 円 7,636,000 円 

2人 3,455,000 円 7,849,000 円 

3人 3,835,000 円 8,062,000 円 

4人 4,215,000 円 8,275,000 円 

5人 4,595,000 円 8,488,000 円 

 
 
 
 
 


